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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔操作装置から光源の消灯を指示する消灯指示信号を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された消灯指示信号に基づいて、前記光源を消灯し、
　電源が待機状態であることを使用者に報知する制御部とを備えたことを特徴とする照明
装置。
【請求項２】
　前記制御部は前記光源を消灯して所定時間が経過した後に、電源が待機状態であること
を使用者に報知する請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記光源を消灯し、所定時間が経過した後、所定のパターンに従って前
記光源を設定された時間だけ点灯または点滅させる請求項２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記光源を点灯または点滅させる毎に、前記光源の明るさを段階的に変
化させる請求項１記載の照明装置。
【請求項５】
　前記制御部は、予め定められた態様により変化する時間間隔ごとに前記光源を点灯また
は点滅させる請求項１記載の照明装置。
【請求項６】
　前記照明装置は、電球であり、
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　前記受信部と前記制御部とは、前記電球の中に配置されている請求項１記載の照明装置
。
【請求項７】
　前記電球は、ＬＥＤ電球である請求項６記載の照明装置。
【請求項８】
　照明装置及び遠隔操作装置を備えた照明システムであって、
　前記照明装置は、前記遠隔操作装置から消灯指示信号を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された消灯指示信号に基づいて、光源を消灯し、所定時間が経過
した後、電源が待機状態であることを使用者に報知する制御部とを有し、
　前記遠隔操作装置は、電源待機の継続状態を保持するために設けられた切替え手段と、
　前記切替え手段の切替えに応じて、前記電源待機の継続状態を保持するための保持信号
を前記受信部に送信する送信部とを有することを特徴とする照明システム。
【請求項９】
　前記照明装置は、ＬＥＤ電球である請求項８記載の照明システム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードなどの光源を有する照明装置に関し、特に電球型の形状をな
した照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開平１１－３１２５９１号公報（特許文献１）には、蛍光灯などの光源と、光源を駆
動するインバータなどの点灯装置と、点灯装置を制御することにより光源の状態を制御す
るマイコンと、リモコン信号を受信することによりマイコンに信号を与える受信部と、受
信部からの信号を検出する信号検出部とを備えた照明装置が示されている。
【０００３】
　光源の消灯時において、マイコンに接続されたスイッチ手段を開いてマイコンへの直流
電源の供給を遮断し、受信部と信号検出部に直流電源が間欠的に供給された状態で待機し
、リモコン信号を受信することにより受信部から信号が出力された場合に、信号検出部か
らの出力信号によりマイコンに直流電流が供給される。そのため、光源消灯時にはスイッ
チ手段によりマイコンへ直流電源の供給を行わないため、待機電力の低減が可能となる。
しかしながら、特許文献１の照明装置にあっては、蛍光灯などの光源であるので、待機電
力を大幅に低減する装置（例えば、スイッチ手段等）は、蛍光管に内蔵されておらず、蛍
光管とは別置きの部材として照明装置内部に配置されている。
【０００４】
　また、ＬＥＤ電球を光源とし、リモコンでの点灯／消灯を指示する操作を受け付けるた
めのリモコン受信器をＬＥＤ電球内に備える照明装置も実用化されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開平１１－３１２５９１号公報（１９９９年１１
月９日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の照明装置にあっては、待機電力を大幅に低減する装置を光源の蛍光管に内
蔵できず、蛍光管とは別置きの部材として構成されており、待機電力を低減したい場合は
、例えば蛍光管を交換するだけで対応することができず、照明装置全体を交換する必要が
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あった。
【０００７】
　一方、光源にＬＥＤ電球等を用い、リモコンでの点灯／消灯を指示する操作を受け付け
るためのリモコン受信器をＬＥＤ電球内に備える照明装置の場合は、照明に要する消費電
力自体が少なく、待機電力が照明に要する消費電力の約１割弱の電力ではあるが、待機電
力を低減することが期待されていた。電球内の制御部で、給電停止や、更なる待機電力の
低減をするためには、追加回路が必要であり、電球とは別に、別置き部材として追加回路
を照明装置に取付ける必要があった。
【０００８】
　本発明は、遠隔操作装置であるリモコンでの操作による消灯後、使用者に電源が待機状
態であることを報知し、使用者に壁埋込スイッチを用いて主電源を切ってもらうことで、
従来の電球の大きさを大きくすることなく、電球を交換するだけで、待機電力の低減を可
能とする照明装置及び照明システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る照明装置は、遠隔操作装置から光源の消灯を指示する消灯指示信号を受信
する受信部と、前記受信部により受信された消灯指示信号に基づいて、前記光源を消灯し
、所定時間が経過した後、電源が待機状態であることを使用者に報知する制御部とを備え
たことを特徴とする。
【００１０】
　この特徴により、遠隔操作装置から消灯指示信号を送信して光源を消灯し、所定時間が
経過した後、電源が待機状態であることを使用者に報知することができる。このため、当
該報知により待機電力の浪費を認知した使用者に主電源を切るための契機ないし動機付け
が与えられる。この結果、無駄な待機電力の消費を防止することができる。
【００１１】
　本発明に係る照明システムは、照明装置及び遠隔操作装置を備えた照明システムであっ
て、前記照明装置は、前記遠隔操作装置から消灯指示信号を受信する受信部と、前記受信
部により受信された消灯指示信号に基づいて、光源を消灯し、所定時間が経過した後、電
源が待機状態であることを使用者に報知する制御部とを有し、前記遠隔操作装置は、電源
待機の継続状態を保持するために設けられた切替え手段と、前記切替え手段の切替えに応
じて、前記電源待機の継続状態を保持するための保持信号を前記受信部に送信する送信部
とを有することを特徴とする。
【００１２】
　この特徴により、遠隔操作装置から消灯指示信号を送信して光源を消灯し、所定時間が
経過した後、電源が待機状態であることを報知された使用者は、遠隔操作装置の切替え手
段を切替えることにより、電源待機の継続状態を保持することができる。このため、不必
要な所定のパターンの点灯または点滅を停止させて、例えば、寝室等で寝ている間に光源
が所定のパターンで点灯してしまうことにより使用者の睡眠を妨害することがなくなる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の上記構成により、照明装置の外観の大きさを変えずに、かつ使用者に待機電力
の使用を認知させて無駄な待機電力の消費を防止することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施の形態に係わる照明装置の外観図である。
【図２】上記照明装置の要部分解斜視図である。
【図３】上記照明装置の断面図である。
【図４】上記照明装置に設けられた光源モジュールの発光面の構造例を示す平面図である
。
【図５】上記照明装置に設けられた制御部の構成を示すブロック図である。
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【図６】上記照明装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】上記照明装置の他の動作を示すフローチャートである。
【図８】上記照明装置のさらに他の動作を示すフローチャートである。
【図９】上記照明装置のさらに他の動作を示すフローチャートである。
【図１０】上記照明装置のさらに他の動作を示すフローチャートである。
【図１１】上記照明装置のさらに他の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図１は照明装置１００
の外観図である。
【００１６】
　図１に示すように、照明装置１００は、電球型をなすＬＥＤ電球であり、外部のソケッ
トに嵌めて商用電源に電気的に接続するための電源接続部としての口金１０、放熱部１３
、口金１０と放熱部１３とを連結する連結体１１、中空の略半球殻の透光部５０、後述す
るＬＥＤモジュールを載置し、放熱部１３と熱的に接続された円板状の放熱板２０などを
備えている。
【００１７】
　図２は照明装置１００の要部分解斜視図であり、図３は照明装置１００の断面図である
。図２及び図３に示すように、放熱板２０には、基板４１の表面にＬＥＤモジュール４２
、４３が実装された光源モジュール４０をねじ２１で取り付けてある。ＬＥＤモジュール
４２は、例えば、白色の光を発光することができ、ＬＥＤモジュール４３は、電球色の光
を発光することができる。なお、発光色は、これらに限定されるものではなく、他の色、
例えば、赤色、緑色、青色などであってもよい。基板４１の表面中央にリモコン等の遠隔
操作装置から信号を受信するリモコン受光部４５を備えている。光源モジュール４０と放
熱板２０との間は、熱伝導効率を向上させるために熱伝導シートや高熱伝導性の樹脂を塗
布することにより、光源モジュール４０で発生した熱を放熱板２０、及び放熱部１３を介
して外部へ放熱することができる。
【００１８】
　放熱部１３は、例えば、アルミニウム等の軽量かつ熱伝導性の高い金属からなり、略円
筒形状をしている。また、放熱部１３は、円筒の外周面に複数の放熱溝を有しており、光
源モジュール４０から放熱部１３に伝達される熱は放熱溝を利用して外周面から外部の空
気に放熱される。なお、放熱部１３と放熱板２０との間には、水分が内部に侵入しないよ
うに合成ゴム製の防水用パッキン１９を設けている。
【００１９】
　放熱部１３は、内部に空洞が形成されており、放熱部１３の内部には、配線２２を介し
て光源モジュール４０のＬＥＤモジュール４２、４３へ所要の電力（電圧、電流）を供給
するための制御部３０、制御部３０を収容する収容部１５などを配設してある。また、制
御部３０と口金１０との間には、商用電源を制御部３０に供給するための電源線１７を設
けている。
【００２０】
　放熱部１３と連結体１１との間には、水分が内部に侵入しないように合成ゴム製の防水
用リング材１２を設けてあり、放熱部１３と連結体１１は、ねじ１４により固定されてい
る。
【００２１】
　また、図３に示すように、収容部１５に収容された制御部３０の周囲には、制御部３０
で発生した熱を放熱部１３及び口金１０へ効率よく熱伝導させるために、高伝導率の合成
樹脂２５（例えば、ポリウレタン樹脂など）を充填してある。また、合成樹脂２５は、高
い電気絶縁性、低い透水性、難燃性を有するものが好ましい。
【００２２】
　合成樹脂２５は、放熱部１３内部の電気的配線が終了し、放熱部１３と口金１０が機械
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的に接合された状態で、放熱部１３の内部に充填する。なお、合成樹脂２５は、充填時に
は液体状をなす。合成樹脂２５を充填した後、所要の温度で硬化させる。硬化後の合成樹
脂２５は、口金１０の内面と接着するとともに、放熱部１３の内面とも接着する。これに
より、口金１０の接合部分からの水分の浸入を一層確実に防止することができる。
【００２３】
　また、合成樹脂２５は、高い電気的絶縁性を有しているので、放熱部１３と制御部３０
の充電部とが絶縁破壊して短絡することを確実に防止することができる。また、合成樹脂
２５は、高熱伝導率を有しているので、制御部３０で発生した熱は、放熱部１３のみなら
ず、合成樹脂２５を介して熱的に接続された口金１０からも放熱されるので、制御部３０
の温度上昇を抑制して、制御部３０で使用されている電気部品の信頼性を向上させること
ができる。
【００２４】
　光源モジュール４０の発光面側には、ねじ２１で反射板２３を取り付けてある。反射板
２３は、ＬＥＤモジュール４２、４３が配置された位置に対応する箇所に、ＬＥＤモジュ
ール４２、４３の寸法と略同寸法の挿通穴を設けてあり、該挿通穴にＬＥＤモジュール４
２、４３を挿通させた状態で取り付けられるようになっている。なお、反射板２３は省略
することもできる。
【００２５】
　透光部５０は、乳白色のガラス製であって放熱板２０に接着剤により固定されている。
なお、透光部５０は、ガラス製に限定されるものではなく、乳白色のポリカーボネート樹
脂などを用いることもできる。なお、透光部５０がポリカーボネート樹脂製である場合に
は、ネジを切ることにより、放熱板２０に螺合係止することができる。
【００２６】
　透光部５０には、ＬＥＤモジュール４２、４３（光源モジュール４０）からの光を拡散
させるための光拡散部材５０ａを添加してある。光拡散部材５０ａは、例えば、結晶構造
を有し、その光学的性質は、例えば、屈折率が大きく、光吸収能が小さく、光散乱能が高
いものであればよい。例えば、蛍光体などの結晶構造を有する顔料を添加することができ
る。また、光拡散部材５０ａの添加比率は、例えば、数％程度でよい。蛍光体は、例えば
、３Ｃａ3 （ＰＯ4 ）2 Ｃａ（Ｆ、Ｃｌ）2 ＳｂＭｎを用いることができる。
【００２７】
　これにより、光源として面発光の性質を有するＬＥＤモジュール４２、４３を用いる場
合に、ＬＥＤモジュール４２、４３の光の指向性が狭いときでも、ＬＥＤモジュール４２
、４３から発せられた光は、透光部５０を透過する際に光拡散部材５０ａで拡散されるの
で、簡便な構成で配光特性を広くすることができる。なお、光拡散部材５０ａが蛍光体で
ある場合には、光を拡散させるとともに当該光で励起されて発光する材料でもよい。光拡
散部材５０ａ自体も発光することにより、配光をより広げることが可能となる。
【００２８】
　また、透光部５０は、中空の略半球殻をなすので、ＬＥＤモジュール４２、４３（発光
ダイオード）を使用した配光特性の広い電球型の照明装置を提供することができる。
【００２９】
　特に、略半球殻の透光部５０の最大径よりも若干縮径した箇所で、透光部５０と放熱板
２０とが接合されているので、ＬＥＤモジュール４２、４３から発せられた光が、透光部
５０の表面のうち、透光部５０と放熱板２０との接合箇所から最大径までの部分から透過
することにより、放熱部１３から口金１０の方へ向かう方向に沿って放射されるので、さ
らに配光特性を広くすることができる。
【００３０】
　上述の図３の例では、透光部５０に光拡散部材５０ａを添加する構成であったが、これ
に限定されるものではなく、光拡散部材を塗布する構成とすることもできる。
【００３１】
　上述の照明装置１００は、特定の発光色を有するＬＥＤ電球の構造を有するものであっ
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た。照明装置１００に調光機能を設けている。
【００３２】
　照明装置１００は、遠隔操作用のリモコンを用いて、調光のみならず調色（発光色を所
望の色に調整すること）機能を備えた構成である。
【００３３】
　図４は光源モジュール４０の発光面の構造例を示す平面図である。
【００３４】
　光源モジュール４０は、アルミニウム合金などからなる略円形の基板４１上に複数の発
光色の異なるＬＥＤモジュール４２、４３を交互に環状に均等な間隔で離して配設してあ
る。図４の例では、ＬＥＤモジュール４２、４３をそれぞれ３個用いる構成であるが、Ｌ
ＥＤモジュール４２、４３の数や配置は、図４の例に限定されるものではなく、照明装置
の仕様や用途に応じて、個数を変更することや、配置を略矩形状にするなど適宜行うこと
ができる。なお、基板４１は、セラミックなどであってもよい。
【００３５】
　略円形状の基板４１の中央には、リモコン受光部４５を配設してある。図３に示すよう
に、電球型の照明装置１００では、照明器具等に取り付けられた状態で視認することがで
きる部分は、ほぼ透光部５０のみである。例えば、使用者がリモコンで遠隔操作を行うた
めには、リモコン受光部４５は透光部５０として視認される領域内に設ける必要がある。
そして、リモコン受光部４５を囲むようにしてリモコン受光部４５の周囲にＬＥＤモジュ
ール４２、４３を設けることにより、照明装置１００を小型化することができる。
【００３６】
　図５は照明装置１００の制御部３０の構成を示すブロック図である。制御部３０は、商
用電源などから侵入してくるノイズを除去するためのノイズフィルタ回路３１、交流電圧
を整流して直流電圧に変換する整流回路３２、整流回路３２から出力された直流電圧を所
要の直流電圧に変換するＤＣ／ＤＣコンバータ３３、ＤＣ／ＤＣコンバータ３３から出力
された直流電圧に対してパルス幅変調を行うことによりＬＥＤモジュール４２及び４３に
供給する電流を制御するＰＷＭ制御回路３４、制御部３０の制御を行う制御用マイクロコ
ンピュータ（以下略して、制御用マイコン）３５、ＬＥＤモジュール４２に流れる電流や
印加された電圧を検出する電流電圧検出回路３６、並びにＬＥＤモジュール４３に流れる
電流や印加された電圧を検出する電流電圧検出回路３７などを備えている。
【００３７】
　リモコン受光部４５は、使用者が操作するリモコンに内蔵された赤外線ＬＥＤからの赤
外線を受光し、リモコンから送信された信号を抽出し、抽出した信号を制御用マイコン３
５へ出力する。リモコンから送信される信号は、例えば、光源を点灯、消灯、調光（例え
ば、７０％、５０％、３０％など）、調色（例えば、白色から電球色まで段階的に発光色
を調整）するためのものである。
【００３８】
　照明装置の動作を説明するに先立ち、待機電力について説明する。
【００３９】
　一例として、ＬＥＤ電球は消費電力が７．５Ｗであるが、リモコンによる消灯時の待機
電力は約０．６Ｗであり、待機電力として点灯時の約８％を消費している。なお、壁埋込
スイッチを使用して消灯した場合は、ＬＥＤ電球への給電が切られるため、待機電力はな
い。昼間の時間や外出や泊まり等で長時間消灯する際に、リモコンでの操作で消灯した場
合、待機電力が無駄になるので、この待機電力を減らすための対策をとることが望ましい
。
【００４０】
　しかしながら、ＬＥＤ電球内に受信部とマイコンの待機電力を大幅に低減させる制御装
置をいれることは、ＬＥＤ電球の形状が大きくなり過ぎて、美観と電球カバーに入らない
等の実用性が無いという問題がある。そこで、液晶テレビ等でリモコンでの操作により、
電源を「切」にした場合、電源待機状態で電源ランプであるＬＥＤ等が赤色等に点灯して
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いるが、これと同様にＬＥＤ電球内で１個のＬＥＤを点灯することが考えられる。しかし
、この場合、前述の光拡散部材５０ａでＬＥＤの光が全体に拡散され、ＬＥＤ１個そのも
のからの明るさが弱くなり、使用者にわかりにくくなる。使用者が昼間の明るさでも認識
できるようにするためには、一例として白熱電球４０Ｗタイプ相当以上の明るさで点灯す
るのがよいが、ＬＥＤ１個のみを点灯しただけでは、認識し難い。したがって、以上のよ
うなことを考慮し、新たに部品等を追加することなく、使用者に待機電力の使用を報知す
る構成について、図５及び図６を参照して説明する。
【００４１】
　図６は、照明装置の動作を示すフローチャートである。ステップＳ１では「リモコンで
の消灯」を表す消灯指示信号をリモコン受光部４５（図３、図４、図５）が受信したこと
を制御用マイコン３５が確認し、ＬＥＤモジュール４２・４３を消灯すると同時に、「消
灯後の時間積算」を制御用マイコン３５で開始する。ステップＳ２では一例として、「５
時間を経過したか？」を制御用マイコン３５は確認し、積算時間が未だ達していなければ
（ステップＳ２でＮＯ）、達するまで戻る。達した場合（ステップＳ２でＹＥＳ）、ステ
ップＳ３で使用者に「現在はリモコンにより消灯した状態であり、待機電力を消費してい
ることを気づかせるアラーム」として、ＬＥＤモジュール４２、４３を５秒間点灯させ、
同時に制御用マイコン３５においてアラームアカウントのカウントアップ（変数Ａ＝変数
Ａ＋１）を実施する（ステップＳ３）。なお、変数Ａの初期値は０からスタートする。
【００４２】
　次にステップＳ４で制御用マイコン３５はＬＥＤモジュール４２、４３の「明るさを段
階的に変える」（Ｓ４）。
【００４３】
　次にステップＳ５で制御用マイコン３５はＬＥＤモジュール４２、４３を「消灯する」
。
【００４４】
　この一連の流れにより、現在は、リモコンにより消灯した状態であって、電源待機状態
であり、待機電力を消費している状態であることを使用者に報知することができる。この
報知により、待機電力の消費に気付いた使用者は、壁埋込スイッチ等の主電源を切ること
によって消灯することで、待機電力の消費を停止させることにより、無駄な待機電力の消
費を防止できる。
【００４５】
　または、電源待機の継続状態を保持する切替えスイッチをリモコンの操作部に設け、こ
の切替えスイッチを操作することで、電源待機の継続状態を保持する（待機電力を継続し
て消費する）保持信号をリモコンの送信部から送信し、リモコン受光部４５で受信する。
リモコン受光部４５から出力された信号に基づいて、制御用マイコン３５は、以降は図６
に示すフローのように消灯後５時間を経過した後も、ＬＥＤモジュール４２、４３を点灯
させることなく、電源待機の継続状態を保持させ、待機電力を継続して消費することを許
容することもできる。
【００４６】
　ここで、遠隔操作装置からの信号を受信し制御部３０に信号を入力するリモコン受光部
４５、光源（ＬＥＤモジュール４２、４３）、及び制御部３０を備えた照明装置１００、
並びに遠隔操作装置（リモコン）から照明システムが構成される。
【００４７】
　リモコンによる「電源待機状態の継続」の選択は、例えばリモコンの操作部に設けられ
た常時、電源待機状態にするスイッチを切替えるか、または、リモコンの電源の「入」ス
イッチ等を長押しする等することによって実施される。
【００４８】
　壁埋込スイッチ等の主電源スイッチによる消灯が行われると照明装置１００への通電が
止まるため、壁埋込スイッチによる再点灯時、制御用マイコン３５はリセットされ初期状
態で動作する。次に、リモコンによる消灯時で「電源待機状態の継続」の選択が実施され
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ない場合は、図６のステップＳ１から再度処理が開始される。
【００４９】
　次にフローチャートのステップＳ６で制御用マイコン３５は、変数Ａが６になった場合
、アラームアカウントの変数Ａを０に戻す。その後、ステップＳ７に移り、「（６０－１
０×Ａ）分を経過したか？」を判断する。そして、「（６０－１０×Ａ）分」になるまで
ステップＳ７を繰り返す。（６０－１０×Ａ）分を経過した場合、ステップＳ３に戻り、
Ｓ３から再度繰り返す。
【００５０】
　したがって、ステップＳ５で消灯してからステップＳ３で点灯するまでの経過時間は、
５０分、４０分、３０分、２０分、１０分と短くなり、次に、６０分に増大し、その後、
５０分となり、このサイクルを繰り返す。具体例として、ステップＳ７でＡ＝１の場合、
５０分後にステップＳ３に戻り、Ａ＝５の場合、１０分後にステップＳ３に戻る。ステッ
プＳ６でＡ＝６になった場合、Ａ＝０にリセットされるので、ステップＳ７で、６０分後
にステップＳ３に戻り、上述と同じ点灯までの経過時間を５０分、４０分、３０分、２０
分、１０分を繰り返す。
【００５１】
　なお、上述ではステップＳ３では点灯としているが、点滅でもよく、あるいは点灯と点
滅との１回から複数回の組み合わせ等でもよい。
【００５２】
　なお、ステップＳ２では「５時間を経過したか？」としているが、５時間は一例であっ
て、これに限ったものではない。たとえば、１５分での短時間や１０時間等でもよい。
【００５３】
　ステップＳ３で「５秒間、点灯する」としているが、５秒間は一例であって、これに限
ったものではない。たとえば、１０秒や６０秒等でもよい。
【００５４】
　なお、ステップＳ６で、Ａ＝６になった場合、Ａ＝０にリセットしているが、Ａ＝６に
なった場合に限らず、Ａ＝５になった場合にＡ＝０にリセットしてもよく、この場合の変
数Ａの閾値は、１以上５以下の整数であればよい。また、ステップＳ７において、（６０
－１０×Ａ）分を経過しているかとしているが、この６０は、６０を超えてもよく、また
は６０未満でもよい。上述のステップＳ４では「明るさを段階的に変える」としているが
、段階的では無く瞬時に明るさを変更してもよく、あるいは段階的と瞬時との組み合わせ
で明るさを変化させてもよい。
【００５５】
　寝室等で、睡眠中に明るすぎると使用者が目覚めることになるので、リモコンの機能に
「調光」、「調色」、「電源待機状態の継続」の機能を設けることで利便性が向上する。
なお、点滅の方法として、ステップＳ４では、明るさを段階的に変えて点滅させることが
できるが、明るさを変えずに点滅の回数を変えたり、点滅から点滅までの時間を変えたり
、調色を変えたりとか、これらの組み合わせでもよい。
また、１５分毎、３０分毎、１時間毎、２時間毎等の一定時間毎に点灯する機能を持たせ
ることで時間経過がわかり、タイマーや時計代わりとなることができる。一方、制御用マ
イコン３５の時間積算機能を利用して、一例として、時計の時報と同様に１時間毎に照明
の５秒間点灯を繰り返させてもよい。図７は、照明装置１００の他の動作を示すフローチ
ャートである。ステップＳ１では「リモコンでの消灯」を表す消灯指示信号をリモコン受
光部４５（図３、図４、図５）が受信したことを制御用マイコン３５が確認し、ＬＥＤモ
ジュール４２・４３を消灯すると同時に、「消灯後の時間積算」を制御用マイコン３５で
開始する。ステップＳ８では、「一定時間を経過したか？」を制御用マイコン３５は確認
し、積算時間が未だ達していなければ（ステップＳ８でＮＯ）、達するまでステップＳ８
を繰り返す。達した場合（ステップＳ８でＹＥＳ）、ＬＥＤモジュール４２、４３を一定
時間、例えば５秒間点灯させる（ステップＳ９）。そして、ステップＳ８に戻る。上記ス
テップＳ８の「一定時間を経過したか？」における一定時間は、例えば上述した１５分、
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３０分、１時間、２時間等である。
この場合、リモコンの操作部に「点灯の繰り返し」スイッチを設けるかまたは、電源の「
入」スイッチ等を長押しする等にしてもよい。なお、上述の例に限らず、一定時間毎に照
明を一定時間、点灯させてもよい。
【００５６】
　上述の照明装置１００は、調光機能を別に設けることもできる。照明装置１００におい
ては、商用電源と照明装置１００との間の電源線に調光器（不図示）を介装し、該調光器
により照明装置１００の照明光の明るさを調整するように構成してもよい。調色の方法と
しては、下記にて説明する。
【００５７】
　制御用マイコン３５は、リモコン受光部４５を介して照明色（照明装置１００全体とし
ての発光色）を白色にすべく操作を受け付けた場合、白色ＬＥＤモジュール（ＬＥＤモジ
ュール４２）をデューティ比１００％で点灯するとともに、電球色ＬＥＤモジュール（Ｌ
ＥＤモジュール４３）を消灯する。
【００５８】
　制御用マイコン３５は、リモコン受光部４５を介して照明色（照明装置１００全体とし
ての発光色）を白色から少しだけ電球色側にすべく操作を受け付けた場合には、白色ＬＥ
Ｄモジュール（ＬＥＤモジュール４２）をデューティ比７５％で点灯するとともに、電球
色ＬＥＤモジュール（ＬＥＤモジュール４３）をデューティ比２５％で点灯する。ここで
、デューティ比は、一周期のうち、ＬＥＤモジュールに電流を流す期間の割合である。こ
の状態で、照明色は、白色と昼白色との中間の色になる。
【００５９】
　制御用マイコン３５は、リモコン受光部４５を介して照明色（照明装置１００全体とし
ての発光色）を昼白色にすべく操作を受け付けた場合には、白色ＬＥＤモジュール（ＬＥ
Ｄモジュール４２）をデューティ比５０％で点灯するとともに、電球色ＬＥＤモジュール
（ＬＥＤモジュール４３）をデューティ比５０％で点灯する。この状態で、照明色は昼白
色になる。
【００６０】
　制御用マイコン３５は、リモコン受光部４５を介して照明色（照明装置１００全体とし
ての発光色）を昼白色から少しだけ電球色側にすべく操作を受け付けた場合には、白色Ｌ
ＥＤモジュール（ＬＥＤモジュール４２）をデューティ比２５％で点灯するとともに、電
球色ＬＥＤモジュール（ＬＥＤモジュール４３）をデューティ比７５％で点灯する。この
状態で、照明色は、昼白色と電球色との中間の色になる。
【００６１】
　制御用マイコン３５は、リモコン受光部４５を介して照明色（照明装置１００全体とし
ての発光色）を電球色にすべく操作を受け付けた場合には、白色ＬＥＤモジュール（ＬＥ
Ｄモジュール４２）を消灯するとともに、電球色ＬＥＤモジュール（ＬＥＤモジュール４
３）をデューティ比１００％で点灯する。この状態で、照明色は電球色になる。
【００６２】
　制御用マイコン３５は、発光色の異なるＬＥＤモジュール４２、４３同士が同時に点灯
しない（点灯時間、すなわちＰＷＭ制御のオン時間が重複しない）ように制御する。すな
わち、白色ＬＥＤモジュールが点灯している時間は、電球色ＬＥＤモジュールを消灯させ
、電球色ＬＥＤモジュールが点灯している時間は白色ＬＥＤモジュールを消灯させる。こ
れにより、ＬＥＤモジュール４２、４３に供給する電流を設定値（一方の発光色のＬＥＤ
モジュールに供給する電流値）以上に変動させることなく発光色を調整することができる
。
【００６３】
　また、ＰＷＭ制御により、各色のＬＥＤモジュールの点灯時間の割合を変更して照明色
を白色、昼光色、電球色などの範囲で所望の発光色（色温度）に変えることができ、照明
装置の利用シーンや使用者の好みに合わせて最適な照明環境を実現することができる。
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【００６４】
　図８は、照明装置１００のさらに他の動作を示すフローチャートである。リモコンでの
操作による消灯指示信号を受信した後に、例えばＬＥＤモジュール４２、４３を弱い明か
りで５秒間等の一定時間、点灯してから、消灯するようにしてもよい。まず、ステップＳ
１で「リモコンでの消灯」を表す消灯指示信号をリモコン受光部４５（図３、図４、図５
）が受信したことを制御用マイコン３５が確認し、「消灯指示後の時間積算」を制御用マ
イコン３５で開始する。そして、ステップＳ１０では、弱い明かりでＬＥＤモジュール４
２、４３を点灯させる。次に、ステップＳ１１で、積算時間が一定時間に到達したか否か
を判断する。積算時間が未だ一定時間に達していなければ（ステップＳ１１でＮＯ）、達
するまでステップＳ１０及びＳ１１を繰り返す。一定時間に達した場合（ステップＳ１１
でＹＥＳ）、ステップＳ１２で、ＬＥＤモジュール４２、４３を消灯し、処理を終了する
。
【００６５】
　図９は、照明装置１００のさらに他の動作を示すフローチャートである。リモコンでの
操作による消灯指示信号を受信した後に、例えばＬＥＤモジュール４２、４３を一定時間
、点滅させてから、消灯するようにしてもよい。まず、ステップＳ１で消灯指示信号をリ
モコン受光部４５（図３、図４、図５）が受信したことを制御用マイコン３５が確認し、
「消灯指示後の時間積算」を制御用マイコン３５で開始する。そして、ステップＳ１３で
は、ＬＥＤモジュール４２、４３を、点滅させる。次に、ステップＳ１４で、積算時間が
一定時間に到達したか否かを判断し、未だ一定時間に達していなければ（ステップＳ１４
でＮＯ）、達するまでステップＳ１３及びＳ１４を繰り返す。一定時間に達した場合（ス
テップＳ１４でＹＥＳ）、ステップＳ１２で消灯し、処理を終了する。
【００６６】
　図１０は、照明装置１００のさらに他の動作を示すフローチャートである。ＬＥＤモジ
ュール４２、４３を一定時間、調光を段階的に弱めながら、消灯するようにしてもよい。
まず、ステップＳ１で消灯指示信号をリモコン受光部４５が受信したことを制御用マイコ
ン３５が確認し、「消灯指示後の時間積算」を制御用マイコン３５で開始する。そして、
ステップＳ１５では、ＬＥＤモジュール４２、４３の調光を段階的に弱める。次に、ステ
ップＳ１６で、積算時間が一定時間に到達したか否かを判断し、未だ一定時間に達してい
なければ（ステップＳ１６でＮＯ）、達するまでステップＳ１５及びＳ１６を繰り返す。
一定時間に達した場合（ステップＳ１６でＹＥＳ）、ステップＳ１２で消灯し、処理を終
了する。
【００６７】
　図１１は、照明装置１００のさらに他の動作を示すフローチャートである。ＬＥＤモジ
ュール４２、４３を一定時間、調色を段階的に変えながら、消灯するようにしてもよい。
あるいは、これらの組み合わせにしてもよい。まず、ステップＳ１で消灯指示信号をリモ
コン受光部４５が受信したことを制御用マイコン３５が確認し、「消灯後の時間積算」を
制御用マイコン３５で開始する。そして、ステップＳ１７では、ＬＥＤモジュール４２、
４３の調色を段階的に変えて点灯する。次に、ステップＳ１８で、積算時間が一定時間に
到達したか否かを判断し、未だ一定時間に達していなければ（ステップＳ１８でＮＯ）、
達するまでステップＳ１７及びＳ１８を繰り返す。一定時間に達した場合（ステップＳ１
８でＹＥＳ）、ステップＳ１２で消灯し、処理を終了する。
【００６８】
　上述により、使用者にリモコンによる消灯であり、電源待機状態で、待機電力を使って
いることをすぐに報知させることができる。待機電力の使用に気付いた使用者は、就寝、
外出等で部屋を長時間離れる場合等に、自発的に壁埋込スイッチで、主電源を切ることで
待機電力の使用を停止させ、省エネをはかることができる。
【００６９】
　また、リモコンに設けた切替えスイッチによって「電源待機状態の継続」を選択し、電
源待機の継続状態を保持すれば、例えば寝室で使用者が就寝する場合に、制御用マイコン
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３５がステップＳ３～Ｓ７で形成されるループを寝ている間に実行してＬＥＤモジュール
４２、４３が間欠的に点灯することによって、使用者の睡眠を妨害することがなくなる。
【００７０】
　請求項に規定される「報知手段」は、図５に示される制御用マイコン３５に対応し、図
６に示されるステップＳ３～ステップＳ５を実行し、及びステップＳ３～ステップＳ７に
より形成されるループを実行する。なお、本実施の形態では、報知手段が、光源を設定さ
れた時間だけ点灯または点滅させることにより報知する例を示したが、本発明はこれに限
定されない。報知手段は、音声によって電源が待機状態であることを使用者に報知しても
よい。
【００７１】
　上述の実施の形態では、電球型の照明装置について説明したが、照明装置の形状は電球
型に限定されるものでなく、他の形状であってよい。また、光源としてＬＥＤモジュール
を備える照明装置について説明したが、光源はＬＥＤモジュールに限定されるものではな
く、面発光あるいは面発光に相当する構成を有する発光素子であれば、有機ＥＬ（エレク
トロルミネセンス）など他の光源でもよい。あるいは、これらの光源を組合せた構成でも
よい。
【００７２】
　上記のように、使用者に待機電力の使用を認知させることにより、従来技術の構成のよ
うに照明装置外に新たな部材を追加する必要がなくなる。また、電球等の照明装置１００
は外部の取付け部（ソケット等）から容易に取り外し可能であるため、照明装置１００を
取り替えるだけで、簡便に待機電力使用を認知させる機能を使用可能となる。
【００７３】
　遠隔操作装置は照明装置本体との間の信号の送受信を有線で行うものでも無線で行うも
のでもどちらでもよく、遠隔操作装置は壁等に埋めこまれていてもよく、または取付けさ
れていてもよい。
【００７４】
　本発明に係る照明装置では、前記制御部は、前記光源を消灯し、所定時間が経過した後
、所定のパターンに従って前記光源を設定された時間だけ点灯または点滅させることが好
ましい。
【００７５】
　上記構成によれば、電源が待機状態であることを光によって使用者に報知することがで
きる。
【００７６】
　本発明に係る照明装置では、前記報知手段は、前記光源を設定された時間だけ点灯また
は点滅させることが好ましい。
【００７７】
　上記構成によれば、光源の点灯または点滅により、待機電力の浪費を使用者に認知させ
ることができる。
【００７８】
　本発明に係る照明装置では、前記報知手段は、前記光源を点灯または点滅させる毎に、
前記光源の明るさを段階的に変化させることが好ましい。
【００７９】
　上記構成により、前記光源を点灯または点滅させた後、前記光源の明るさを段階的に変
化させるというパターンで、電源が待機状態であることを使用者に容易に報知することが
できる。
【００８０】
　本発明に係る照明装置では、前記報知手段は、予め定められた態様により変化する時間
間隔ごとに前記光源を点灯または点滅させることが好ましい。
【００８１】
　上記構成により、例えば、６０分、５０分、４０分、３０分、２０分、１０分にそれぞ
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れ対応する時間間隔ごとに前記光源を点灯または点滅させるというパターンで、電源が待
機状態であることを使用者に容易に報知することができる。
【００８２】
　本発明に係る照明装置では、前記制御部は、前記光源を点灯または点滅させる毎に、前
記光源の明るさを段階的に変化させることが好ましい。
【００８３】
　上記構成により、前記光源を点灯または点滅させた後、前記光源の明るさを段階的に変
化させるというパターンで、電源が待機状態であることを使用者に容易に報知することが
できる。
【００８４】
　本発明に係る照明装置では、前記制御部は、予め定められた態様により変化する時間間
隔ごとに前記光源を点灯または点滅させることが好ましい。
【００８５】
　上記構成により、予め定められた態様により変化する時間間隔ごとに前記光源を点灯ま
たは点滅させるというパターンで、電源が待機状態であることを使用者に容易に報知する
ことができる。
【００８６】
　本発明に係る照明装置では、前記照明装置は、電球であり、前記受信部と前記制御部と
は、前記電球の中に配置されていることが好ましい。
【００８７】
　上記構成により、受信部と制御部とを電球の内部に設けたので、従来の電球の大きさを
大きくすることなく、電球を交換するだけで、待機電力の低減を可能とすることができる
。
本発明に係る照明装置では、前記電球は、ＬＥＤ電球であることが好ましい。
【００８８】
　上記構成により、ＬＥＤ電球により照明する照明装置及び照明システムの待機電流を低
減することができる。
【００８９】
　以上で説明した実施形態はあくまで本発明を実施するに当たっての一例であり、本発明
はそれらに限定されるものではない。上述した実施形態に開示された技術的手段に周知慣
用技術を適宜組み合わせて得られる態様についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００９０】
　本発明は、下記のように表現することもできる。
【００９１】
　本発明の照明装置は、光源、制御部及び受信部とを備えた照明装置において、前記受信
部は、遠隔操作装置からの信号を受信し、前記制御部に信号を入力するものであり、前記
照明装置は、前記遠隔操作装置での操作による消灯後、使用者に電源が待機状態であるこ
とを報知する報知手段を備えており、前記報知手段は、前記光源を設定された時間だけ点
灯または点滅させることを特徴とする。
【００９２】
　本発明の照明装置は、光源、制御部及び受信部とを備えた照明装置において、前記受信
部は、遠隔操作装置からの信号を受信し、前記制御部に信号を入力するものであり、前記
制御部は、前記遠隔操作装置からの消灯指示信号を受け付けた後、設定時間経過後、前記
光源を設定された時間だけ点灯または点滅させることを特徴とする。
【００９３】
　本発明の照明装置では、前記受信部と前記制御部は、電球内に配置されていることが好
ましい。
【００９４】
　本発明の照明装置では、前記照明装置は、ＬＥＤ電球を用いることが好ましい。
【００９５】
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　本発明の照明システムは、遠隔操作装置及び照明装置を備えた照明システムにおいて、
前記照明装置は、光源、制御部及び受信部とを備えており、前記受信部は、前記遠隔操作
装置からの信号を受信し、前記制御部に信号を入力するものであり、前記遠隔操作装置は
、操作部に電源待機の継続状態を保持する切替え手段及び電源待機の継続状態を保持させ
る信号を送信する送信部を有することを特徴とする照明システム。
【００９６】
　本発明の照明システムは、前記照明装置は、ＬＥＤ電球を用いることが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明は、発光ダイオードなどの光源を有する照明装置に適用することができ、特に電
球型の形状をなした照明装置に適用することができる。
【符号の説明】
【００９８】
３０　制御部
３５　制御用マイクロコンピュータ（制御用マイコン）
４０　光源モジュール
４１　基板
４２、４３　ＬＥＤモジュール（光源）
４５　リモコン受光部
５０　透光部
１００　照明装置

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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